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令和７年度障がい者虐待防止研修の実施報告 

 

「令和３年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容（令和３年２月４日：

厚生労働省）」により、令和４年度から「従業者への虐待研修」「虐待防止委員会・虐待防

止責任者の設置」などが義務化された。 

「従事者への虐待研修」については、国として『協議会や基幹相談支援センター等が実

施する研修に事業所が参加した場合も研修を実施したものとみなす』としていることを受

け、主に独自で研修を行えない事業所向けに、令和３年度から、基幹相談支援センター（区

立障がい者福祉センター）が区と共催し、研修を実施している。 

令和７年度は、対面形式にて以下のとおり実施したほか、オンラインでの受講（オンデ

マンド方式）を実施する。 

１ 研修の概要 

タイトル 障がい者虐待防止研修～支援者を守る環境体制～ 

講師 
初貝 幸江 氏 （株）ブライトケア ブライトヘルパーステーション品川 
           訪問介護事業部総責任者 

実施日時 令和 7 年 10 月 31 日（金） 13 時 30 分～15 時 30 分 

開催場所 板橋区立グリーンホール 1 階ホール 

対象者・ 

参加者数 

対象者：板橋区内の障がい福祉サービス事業者（定員 50 名） 

参加者数：2７名 

研修内容 

障がい者虐待防止法とは（障がいサービス課） 
・板橋区の現状 
・通報後の対応と流れ 

支援者を守る環境体制とは「虐待につながる前に」 
 ・対人援助職として 

・虐待の発生要因 
・身体拘束と虐待の関係を理解する 
・グループワーク 事例検討 

ｵﾝﾗｲﾝ 

受講 
令和 8 年 1 月 5 日(月)9：00 ～ 令和 8 年 1 月 30 日(金)17：00 

 

２ 周知方法 

 （１）区ホームページ内、障害者虐待防止法ページへの掲載 

 （２）広報いたばしへの掲載 

 （３）障がい福祉サービス事業者へのチラシ配布 
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３ アンケート結果 

（１）回答者数 

2０名（回答率：７４％） 

 

（２）設問に対する回答 

①所属する事業所種別は何ですか。 

生活介護 7 

児童発達支援・放課後等デイサービス 0 

共同生活援助、施設入所支援 4 

居宅介護、重度訪問介護、同行支援、移動支援 4 

相談支援事業所 2 

就労継続支援 A/B 型  2 

就労移行、定着支援 0 

その他 1 

複数 0 

 

②研修の内容について 

・とても分かりやすかった…………………………………………17 名 

・分かりやすかった…………………………………………………3 名 

・ふつう………………………………………………………………0 名 

・分かりにくかった…………………………………………………0 名 

・とても分かりにくかった…………………………………………0 名 

・無回答………………………………………………………………0 名 

〇回答者コメント〇 

「とても分かりやすかった」 

 ・支援者の立場に立った話が多くとても共感できた。 

・他の事業所の方と話し合う時間があるのでよかった。 

・実際の事例に基づき、何が虐待につながるのか、疑いになるのか、詳しく知ることがで

きたから。 

 など 

「分かりやすかった」 

・具体事例が多かった。 

・事例が多くわかりやすかった。 

・もう少し詳しく聞きたいところもありました。 

 

③今回の研修を受け、考えが変わった点、参考になった点など（自由記述） 

・スピーチロックについて自社で話し合いたい。 
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・グループワークで「セルフネグレクト」の問題が挙げられた。自分に欠けていた視点だ

ったので勉強なった。 

・支持的風土という良い言葉を知れたことにより、今後の支援の仕方を考えた。 

・小さな変化を見逃さず、自身の傾向性も知り、支援に入っていかなければならないと

改めて思いました。 

・ちょっと待って、あとでね…なにげなく言っていることも虐待につながるということ

を意識して毎日の支援をしていきたい。何度も、虐待研修を受けたり、他の支援者との

情報共有をしていくことで防げるのではないかと思う。 

など 

 

④今後の虐待防止研修についてのリクエストや知りたい内容があれば（自由記述） 

・こういったことをくり返し行い、共有していくことが大切であると思うので今後は継

続して欲しい。 

・今回はオンデマンド研修もありますが、多くの支援員を参加させたいので（集合型で）

時期、時間等の検討願いたい。月末、金よう日、日中はかなりきびしい。 

・今回のように、ワークが入っていると、色々考えることができてよいと思う。 

など 

４ 次年度について 

  引き続き、障がい福祉サービス業者に対して虐待防止研修を実施することで、障がい 

者虐待の防止と対応を学ぶ機会を提供し、障がい者虐待防止の更なる推進を図る。 

 来年度に開催日時を決める際は今回の意見を参考に検討をしていく。 

 


